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表記の建物状況調査（インスペクション）制度が 4 月からスタートする。国土交通省はインスペクシ

ョン制度の普及により、既存住宅について、売買後のトラブルを防止し、製品差別化により安心できる

良質な取引の促進を目的に、このたび、以下のような売主向けの広報パンフレットを作成した（図表１）。

本制度の施行により買主側のインスペクションの活用が進むと見込まれる一方、売主側には、瑕疵が見

つかりやすくなる、売却希望価格が引下げられる恐れがあるとして消極的な対応も予想されるため、特

に売主側へのＰＲを目指したものと思われる。 

（図表１） 

 

リサーチ・メモ 

この４月から改正宅地建物取引業法の施行により既存住宅の建物状況調査（インス

ペクション）制度がスタート 

2018年 4 月 3日 



一般財団法人 土地総合研究所  2 

 

 

これに加え、3月 13日、国土交通省は、この建物状況調査（インスペクション）制度と併せて 4月 1

日に施行される「安心Ｒ住宅」制度を担う、一般社団法人優良ストック住宅推進協議会（スムストック）、

一般社団法人リノベーション住宅推進協議会、公益社団法人全日本不動産協会の三事業者団体を公表し

た（図表２）。これは、既存住宅のマイナスイメージを払拭するため、耐震性があり、インスペクション

が行われる等一定の要件を備えた既存住宅を標章することのできる事業者団体を国土交通大臣が登録す

るものであり、両者があいまって既存住宅市場の活性化に寄与することが期待されている。 
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（図表２） 
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